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公立丹南病院組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

 

平成１１年６月２１日 

条 例 第 １ １ 号           

 

改正 平成１７年１月１２日 条例第１号 

令和 ２年２月１４日 条例第２号 

 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づく職員の勤務

時間、休暇等に関しては、事務所所在の市町の職員の例による。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 この条例は、平成１７年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 


